
       

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
四
十
号 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
一
年
広
島
県
条
例
第
三
十
四
号
） 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に 

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 

第
二
条 

（
略
） 

 

第
二
条 

（
略
） 

事
務 

市
町 

事
務 

市
町 

 
 

 
 

三 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
、
児
童

福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政

令
第
七
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
及
び
児

童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三

年
厚
生
省
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

も
の
並
び
に
法
の
施
行
の
た
め
の
規

則
に
基
づ
く
事
務
で
次
に
掲
げ
る
も

の
に
係
る
も
の
（
⑿
、
⒀
、
⒂
、
⒃
、

及
び

に
つ
い
て
は
、
助
産
施
設
、

保
育
所
、
児
童
厚
生
施
設
及
び
児
童

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
に

限
り
、
⒄
か
ら
⒆
ま
で
及
び

に
つ

い
て
は
、
助
産
施
設
、
母
子
生
活
支

援
施
設
、
保
育
所
、
児
童
厚
生
施
設

及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係

る
も
の
に
限
り
、

か
ら

ま
で
に

つ
い
て
は
、
助
産
施
設
、
母
子
生
活

支
援
施
設
、
保
育
所
及
び
児
童
厚
生

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

⑴
―

 

（
略
） 

 

法
第
五
十
九
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
無
認
可
施
設
に
係
る
他
の

市
町
（
広
島
市
を
除

き
、
竹
原
市
、
三
原

市
、
尾
道
市
、
府
中

市
、
三
次
市
、
庄
原

市
、
大
竹
市
、
東
広

島
市
、
廿
日
市
市
、

安
芸
高
田
市
、
江
田

島
市
、
府
中
町
、
北

広
島
町
、
大
崎
上
島

町
、
世
羅
町
及
び
神

石
高
原
町
に
つ
い
て

は
⑶
及
び

に
掲
げ

る
事
務
を
除
き
、
呉

市
に
つ
い
て
は
⑴
か

ら
⑶
ま
で
、
⒁
、
⒇
、

及
び

か
ら

ま

で
に
掲
げ
る
事
務
を

除
き
、
⑿
、
⒀
、
⒂

か
ら
⒆
ま
で
、

、

及
び

に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
児
童
厚

生
施
設
及
び
児
童
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に

係
る
も
の
並
び
に

か
ら

ま
で
に
掲
げ

る
事
務
の
う
ち
児
童

厚
生
施
設
に
係
る
も

三 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
、
児
童

福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政

令
第
七
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
及
び
児

童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三

年
厚
生
省
令
第
十
一
号
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

も
の
並
び
に
法
の
施
行
の
た
め
の
規

則
に
基
づ
く
事
務
で
次
に
掲
げ
る
も

の
に
係
る
も
の
（
⑿
、
⒀
、
⒂
、
⒃
、

及
び

に
つ
い
て
は
、
助
産
施
設
、

保
育
所
、
児
童
厚
生
施
設
及
び
児
童

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
に

限
り
、
⒄
か
ら
⒆
ま
で
及
び

に
つ

い
て
は
、
助
産
施
設
、
母
子
生
活
支

援
施
設
、
保
育
所
、
児
童
厚
生
施
設

及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係

る
も
の
に
限
り
、

か
ら

ま
で
に

つ
い
て
は
、
助
産
施
設
、
母
子
生
活

支
援
施
設
、
保
育
所
及
び
児
童
厚
生

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

⑴
―

 

（
略
） 

  

市
町
（
広
島
市
を
除

き
、
竹
原
市
、
三
原

市
、
尾
道
市
、
府
中

市
、
三
次
市
、
庄
原

市
、
大
竹
市
、
東
広

島
市
、
廿
日
市
市
、

安
芸
高
田
市
、
江
田

島
市
、
府
中
町
、
北

広
島
町
、
大
崎
上
島

町
、
世
羅
町
及
び
神

石
高
原
町
に
つ
い
て

は
⑶
及
び

に
掲
げ

る
事
務
を
除
き
、
呉

市
に
つ
い
て
は
⑴
か

ら
⑶
ま
で
、
⒁
、
⒇
、

及
び

か
ら

ま

で
に
掲
げ
る
事
務
を

除
き
、
⑿
、
⒀
、
⒂

か
ら
⒆
ま
で
、

、

及
び

に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
児
童
厚

生
施
設
及
び
児
童
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に

係
る
も
の
並
び
に

か
ら

ま
で
に
掲
げ

る
事
務
の
う
ち
児
童

厚
生
施
設
に
係
る
も



  

都
道
府
県
に
対
す
る
情
報
の
提
供 

の
に
限
り
、
福
山
市 

 

の
に
限
り
、
福
山
市 

 
の
求
め 

 
法
第
五
十
九
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
無
認
可
施
設
に
係
る
勧
告

又
は
命
令
の
通
知 

 

法
第
五
十
九
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
る
無
認
可
施
設
に
係
る
事
業

の
停
止
又
は
施
設
の
閉
鎖
の
命
令

の
公
表 

―

 

（
略
） 

に
つ
い
て
は
⑴
か
ら

⑶
ま
で
、
⒁
、
⒇
、

及
び

か
ら

ま

で
に
掲
げ
る
事
務
を 

除
き
、
⑿
、
⒀
、
⒂

か
ら
⒆
ま
で
、

、

及
び

に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
児
童
厚

生
施
設
及
び
児
童
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に

係
る
も
の
並
び
に

か
ら

ま
で
に
掲
げ

る
事
務
の
う
ち
児
童

厚
生
施
設
に
係
る
も

の
に
限
り
、
海
田
町

及
び
熊
野
町
に
つ
い

て
は
⑴
、
⑵
、
⑺
か

ら
⑾
ま
で
及
び
⒇
に

掲
げ
る
事
務
に
限
り
、

坂
町
及
び
安
芸
太
田

町
に
つ
い
て
は
⑴
、

⑵
及
び
⒇
に
掲
げ
る 

事
務
に
限
る
。
） 

 
 

 

 

法
第
五
十
九
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
無
認
可
施
設
に
係
る
勧
告

又
は
命
令
の
通
知 

    

―

 

（
略
） 

 

に
つ
い
て
は
⑴
か
ら

⑶
ま
で
、
⒁
、
⒇
、

及
び

か
ら

ま

で
に
掲
げ
る
事
務
を 

除
き
、
⑿
、
⒀
、
⒂

か
ら
⒆
ま
で
、

、

及
び

に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
児
童
厚

生
施
設
及
び
児
童
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に

係
る
も
の
並
び
に

か
ら

ま
で
に
掲
げ

る
事
務
の
う
ち
児
童

厚
生
施
設
に
係
る
も

の
に
限
り
、
海
田
町

及
び
熊
野
町
に
つ
い

て
は
⑴
、
⑵
、
⑺
か

ら
⑾
ま
で
及
び
⒇
に

掲
げ
る
事
務
に
限
り
、

坂
町
及
び
安
芸
太
田

町
に
つ
い
て
は
⑴
、

⑵
及
び
⒇
に
掲
げ
る 

事
務
に
限
る
。
） 

九
の
三 

（
略
） 

⑴ 

法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
六
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及

び
当
該
指
示
に
係
る
法
第
六
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
い
ず
れ

も
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業
所
、

工
場
及
び
店
舗
が
一
の
市
町
の
区

域
内
の
み
に
あ
る
取
扱
業
者
（
⑶

及
び
⑸
に
お
い
て
「
地
域
取
扱
業

者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に

限
る
。
） 

⑵ 

法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
六
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（

⑴
に
規
定
す
る
指
示
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
及
び
当
該
命
令
に
係

る
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

公
表 

⑶ 

法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
六
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
取
扱
業

者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関

し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
関
係
事
業
者

」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
報
告
の

徴
収
又
は
物
件
の
提
出
の
要
求
（

主
た
る
事
務
所
が
当
該
市
町
の
区

域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
（
地
域
取
扱
業
者

以
外
の
取
扱
業
者
に
係
る
不
適
正

な
品
質
に
関
す
る
表
示
等
に
つ
い 

                            

（
略
） 

 

九
の
三 

（
略
） 

⑴ 

法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
六
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及

び
当
該
指
示
に
係
る
法
第
六
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
い
ず
れ

も
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業
所
、

工
場
及
び
店
舗
が
一
の
市
町
の
区

域
内
の
み
に
あ
る
取
扱
業
者
（
⑶

及
び
⑸
に
お
い
て
「
地
域
取
扱
業

者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に

限
る
。
） 

⑵ 

法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
六
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（

⑴
に
規
定
す
る
指
示
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
及
び
当
該
命
令
に
係

る
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

公
表 

⑶ 

法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
六
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
取
扱
業

者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関

し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
関
係
事
業
者

」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
報
告
の

徴
収
又
は
物
件
の
提
出
の
要
求
（

主
た
る
事
務
所
が
当
該
市
町
の
区

域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
（
地
域
取
扱
業
者

以
外
の
取
扱
業
者
に
係
る
不
適
正

な
品
質
に
関
す
る
表
示
等
に
つ
い 

                           

 

（
略
） 

 



  

て
県
へ
の
通
報
な
ど
に
よ
り
県
が

了
知
し
た
場
合
を
除
く
。
⑷
及
び

⑸
に
お
い
て
同
じ
。
） 

⑷ 
法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
六
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
取
扱
業

者
又
は
関
係
事
業
者
に
対
す
る
立

入
検
査
又
は
質
問
（
当
該
市
町
の

区
域
内
に
所
在
す
る
当
該
取
扱
業

者
又
は
関
係
事
業
者
の
工
場
、
ほ

場
、
店
舗
、
事
務
所
、
事
業
所
又

は
倉
庫
そ
の
他
の
立
入
検
査
又
は

質
問
に
係
る
場
所
に
関
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

⑸ 

法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
七
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受

付
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
（
地
域
取
扱
業
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。
） 

⑹ 

政
令
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第

五
項
第
一
号
又
は
第
八
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
消
費
者
庁
長
官
及

び
農
林
水
産
大
臣
へ
の
報
告 

⑺ 

政
令
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
消
費
者
庁
長
官
へ
の
報

告 

 

て
県
へ
の
通
報
な
ど
に
よ
り
県
が

了
知
し
た
場
合
を
除
く
。
⑷
及
び

⑸
に
お
い
て
同
じ
。
） 

⑷ 

法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
六
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
取
扱
業

者
又
は
関
係
事
業
者
に
対
す
る
立

入
検
査
又
は
質
問
（
当
該
市
町
の

区
域
内
に
所
在
す
る
当
該
取
扱
業

者
又
は
関
係
事
業
者
の
工
場
、
ほ

場
、
店
舗
、
事
務
所
、
事
業
所
又

は
倉
庫
そ
の
他
の
立
入
検
査
又
は

質
問
に
係
る
場
所
に
関
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

⑸ 

法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
行
う
法
第
七
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受

付
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
（
地
域
取
扱
業
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。
） 

⑹ 
政
令
第
十
九
条
第
三
項
、
第
五

項
第
一
号
又
は
第
八
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
消
費
者
庁
長
官
及
び

農
林
水
産
大
臣
へ
の
報
告 

⑺ 

政
令
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
消
費
者
庁
長
官
へ
の
報
告  

二
十
三
の
三 

削
除 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 

二
十
三
の
三 

持
続
性
の
高
い
農
業
生

産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
号
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の 

⑴ 

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
導
入
計
画
の
認
定 

⑵ 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
導
入
計
画
の
変
更
の
認
定 

⑶ 

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
導
入
計
画
の
認
定
の
取
消

し 

⑷ 

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
認
定

導
入
計
画
の
達
成
の
た
め
に
必
要

な
助
言
、
指
導
、
資
金
の
融
通
の

あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助 

⑸ 

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
認
定

導
入
計
画
の
実
施
状
況
に
関
す
る 

 

報
告
の
徴
収 

広
島
市
、
呉
市
、
福

山
市
、
府
中
市
、
三

次
市
、
庄
原
市
、
東

広
島
市
、
廿
日
市
市
、

安
芸
高
田
市
、
北
広

島
町
及
び
神
石
高
原

町 

           
 
 
 

 

 

三
十
五 

（
略
） 

第
二
号
⑼
、
⑽
、
⒄
、

及
び

、

第
三
号
⑾
、
⒅
、
⒆
、

及
び

、 

 

三
十
五 

（
略
） 

第
二
号
⑼
、
⑽
、
⒄
、

及
び

、

第
三
号
⑾
、
⒅
、
⒆
、

及
び

、 
 
 
 
 

 
 
 

 

第
三
号
の
二
⑴
及
び
⑺
、
第
三
号
の

三
⑷
、
第
四
号
の
二
⑸
及
び
⑹
、
第

四
号
の
三
⑸
か
ら
⑺
ま
で
、
第
四
号

の
四
⑸
、
第
四
号
の
五
⑺
及
び
⑻
、

第
四
号
の
六
⑺
、
第
五
号
⑺
、
第
六

号
⑶
、
第
七
号
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
⒂
、

 

第
三
号
の
二
⑴
及
び
⑺
、
第
三
号
の

三
⑷
、
第
四
号
の
二
⑸
及
び
⑹
、
第

四
号
の
三
⑸
か
ら
⑺
ま
で
、
第
四
号

の
四
⑸
、
第
四
号
の
五
⑺
及
び
⑻
、

第
四
号
の
六
⑺
、
第
五
号
⑺
、
第
六

号
⑶
、
第
七
号
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
⒂
、  



  

⒃
、

、

、

、

及
び

、
第

八
号
の
三

、
第
八
号
の
四
⑷
及
び 

⒃
、

、

、

、

及
び

、
第

八
号
の
三

、
第
八
号
の
四
⑷
及
び 

⑼
、
第
八
号
の
六
⑼
、
第
八
号
の
七

⑻
、
⑼
、
⑿
及
び
⒀
、
第
九
号
の
二

⑵
、
⑶
、
⑻
、
⒂
、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第

九
号
の
三
⑵
、
第
九
号
の
四
⑹
、
⑻

及
び
⑼
、
第
九
号
の
五
⑺
、
⑼
、
⑾
、

⒀
及
び
⒁
、
第
九
号
の
五
の
二
⑻
及

び
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
第
九
号
の
六
⒀

か
ら
⒃
ま
で
、
第
九
号
の
六
の
二

、

、

及
び

か
ら

ま
で
、
第
十

号
⑶
、
⑹
、
⑺
、
⑾
、
⒂
、

、

、

、

、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、

、

、

及
び

、
第
十
一
号
の

二
⑷
、
第
十
一
号
の
四
⒂
、
第
十
一

号
の
四
の
二

か
ら

ま
で
、
第
十

一
号
の
五
⑻
、
第
十
二
号
⑷
、
第
十

二
号
の
二

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
四
号
⑹
、

第
十
四
号
の
二
⑼
、
第
十
四
号
の
二

の
二
⑴
及
び
⑺
、
第
十
四
号
の
三
⑼
、

第
十
五
号
⑷
、
第
十
五
号
の
二
⑹
、

⑺
及
び
⑼
、
第
十
六
号
⑽
か
ら
⒃
ま

で
、
第
十
六
号
の
二
⒁
か
ら
⒄
ま
で

及
び

、
第
十
六
号
の
三
⒁
、
⒂
、

⒄
、

及
び

、
第
十
七
号
の
二
⑸
、

⑺
、
⑼
及
び
⒂
、
第
十
七
号
の
三
⑷
、

⑻
、
⑽
、
⒁
、
⒂
、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
八

号

、
第
十
九
号
の
二
⑵
、
⑶
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
九

号
の
四
⑾
、
第
二
十
号
⑸
及
び
⑺
、

第
二
十
号
の
二
⒁
、
⒂
、
⒆
、

、

、

、

、

及
び

、
第
二
十

一
号
⑾
、
⑿
、
⒇
、

、

、

、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、

及
び

、

第
二
十
号
の
三
⑻
か
ら
⑽
ま
で
、
⒁

か
ら
⒄
ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、

第
二
十
号
の
四
⑶
、
第
二
十
一
号
の 

二
の
二
⑴
及
び
⑵
、
第
二
十
一
号
の

四
⑺
、
⒀
及
び
⒃
、
第
二
十
二
号
の

二
⒂
、
⒅
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、 

、

、

及
び

、
第
二
十
三
号

の
二
⑸
、
⑼
及
び
⑾
、
第
二
十
三
号

の
四
⑶
、
第
二
十
四
号
⑹
及
び
⑺
、

 

第
二
十
四
号
の
二
⑽
、
⒀
、

、

、 

（
略
） 

        

⑼
、
第
八
号
の
六
⑼
、
第
八
号
の
七

⑻
、
⑼
、
⑿
及
び
⒀
、
第
九
号
の
二

⑵
、
⑶
、
⑻
、
⒂
、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第

九
号
の
三
⑵
、
第
九
号
の
四
⑹
、
⑻

及
び
⑼
、
第
九
号
の
五
⑺
、
⑼
、
⑾
、

⒀
及
び
⒁
、
第
九
号
の
五
の
二
⑻
及

び
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
第
九
号
の
六
⒀

か
ら
⒃
ま
で
、
第
九
号
の
六
の
二

、

、

及
び

か
ら

ま
で
、
第
十

号
⑶
、
⑹
、
⑺
、
⑾
、
⒂
、

、

、

、

、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、

、

、

及
び

、
第
十
一
号
の

二
⑷
、
第
十
一
号
の
四
⒂
、
第
十
一

号
の
四
の
二

か
ら

ま
で
、
第
十

一
号
の
五
⑻
、
第
十
二
号
⑷
、
第
十

二
号
の
二

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
四
号
⑹
、

第
十
四
号
の
二
⑼
、
第
十
四
号
の
二

の
二
⑴
及
び
⑺
、
第
十
四
号
の
三
⑼
、

第
十
五
号
⑷
、
第
十
五
号
の
二
⑹
、

⑺
及
び
⑼
、
第
十
六
号
⑽
か
ら
⒃
ま

で
、
第
十
六
号
の
二
⒁
か
ら
⒄
ま
で

及
び

、
第
十
六
号
の
三
⒁
、
⒂
、

⒄
、

及
び

、
第
十
七
号
の
二
⑸
、

⑺
、
⑼
及
び
⒂
、
第
十
七
号
の
三
⑷
、

⑻
、
⑽
、
⒁
、
⒂
、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
八

号

、
第
十
九
号
の
二
⑵
、
⑶
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
九

号
の
四
⑾
、
第
二
十
号
⑸
及
び
⑺
、

第
二
十
号
の
二
⒁
、
⒂
、
⒆
、

、

、

、

、

及
び

、
第
二
十

一
号
⑾
、
⑿
、
⒇
、

、

、

、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、

及
び

、

第
二
十
号
の
三
⑻
か
ら
⑽
ま
で
、
⒁

か
ら
⒄
ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、 

第
二
十
号
の
四
⑶
、
第
二
十
一
号
の 

二
の
二
⑴
及
び
⑵
、
第
二
十
一
号
の

四
⑺
、
⒀
及
び
⒃
、
第
二
十
二
号
の

二
⒂
、
⒅
、

、

、

、

、

、 

、

、

、

、

、

、

、 

、

、

及
び

、
第
二
十
三
号

の
二
⑸
、
⑼
及
び
⑾
、
第
二
十
三
号

の
三
⑶
、
第
二
十
三
号
の
四
⑶
、
第

二
十
四
号
⑹
及
び
⑺
、
第
二
十
四
号 

（
略
） 

        

及
び

、
第
二
十
四
号
の
三
⑶
並 

び
に
第
二
十
四
号
の
三
の
三
⑵ 

 

の
二
⑽
、
⒀
、

、

、

及
び

、

第
二
十
四
号
の
三
⑶
並
び
に
第
二
十

四
号
の
三
の
三
⑵ 

 

 

第
三
条 

（
略
） 

 
 
 

 

第
三
条 

（
略
） 

事
務 

市
町 

事
務 

市
町 



  

（
建
築
基
準
法
関
係
） 

 

（
建
築
基
準
法
関
係
） 

 
五 
（
略
） 

       

（
略
） 

         
五 

（
略
） 

       

（
略
） 

         

⑴
―
⑿ 

（
略
） 

 

⒀ 

法
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第

五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
法
第
八

十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
法
第
八
十
六
条
の

五
第
一
項
、
法
第
八
十
六
条
の
六

第
二
項
、
法
第
八
十
六
条
の
八
第

一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
八
十
七

条
の
二
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条

の
三
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第

七
項
ま
で
並
び
に
条
例
第
二
十
条

の
規
定
に
よ
る
制
限
の
緩
和
等
に

関
す
る
許
可
、
認
定
並
び
に
許
可

及
び
認
定
の
取
消
し 

⒁
―
⒅ 

（
略
） 

⑴
―
⑿ 

（
略
） 

⒀ 

法
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
五

項
及
び
第
六
項
、
法
第
八
十
六
条

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
法
第

八
十
六
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
、
法
第
八
十
六
条
の
五
第

一
項
、
法
第
八
十
六
条
の
六
第
二

項
、
法
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項

及
び
第
三
項
、
法
第
八
十
七
条
の

二
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
三

第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
並

び
に
条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ

る
制
限
の
緩
和
等
に
関
す
る
許
可
、

認
定
並
び
に
許
可
及
び
認
定
の
取

消
し 

⒁
―
⒅ 

（
略
） 

  二
十
五
の
二
の
二 

削
除 

 
（
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の

導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
） 

二
十
五
の
二
の
二 

持
続
性
の
高
い
農

業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
四
条
第
三
項
（
同
法
第
五

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
導
入
計

画
の
認
定 

 

竹
原
市
、
三
原
市
、

尾
道
市
、
大
竹
市
、

江
田
島
市
、
熊
野
町
、

安
芸
太
田
町
、
大
崎

上
島
町
及
び
世
羅
町 

 
 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


